
人とペットの
共生を考える
～犬・猫の飼い方・マナーを見直そう～
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犬の飼い主の皆さんへ

犬の飼い方

犬のトラブル発生時の連絡先
■飼い犬が逃げた（全てに連絡）
○県松本保健所（☎0263�1943）
○塩尻警察署（☎0263�0110）
○市生活環境課（☎0263�0７44）

■迷い犬を保護した（いずれかに連絡）
○県松本保健所
○市生活環境課

■人や他の犬などを噛んだ、噛まれた
○県松本保健所

手続き 内容
登録 生後91日以上の犬は本市に届け出が必要です。

登録事項の
変更

犬の所有者や住所（市内転居）、連絡先などに
変更があった場合、本市に届け出が必要です。

他市区町村
からの転入

本市に届け出が必要です。
■持ち物　前住所地が発行した鑑札

他市区町村
への転出

転出先の市区町村へ届け出が必要です。
■持ち物　本市で発行した鑑札

死亡 犬が死亡した場合、本市に届け出が必要です。
多頭飼養の
届け出

飼っている犬・猫の数が合算して10以上とな
る場合は、県松本保健所へ届け出が必要です。

■犬を飼う時に必要な手続き一覧

生後91日以上の
犬は、年に１回、
狂犬病予防注射

を実施

首輪に
鑑札および
狂犬病予防
注射済票を
装着

住居の出入り口など、人の見
やすい場所に飼い犬がいると
表示しましょう
※飼育表示シールは、
犬の登録時にお渡し
しています。

リードで
つなぐか、
檻の中で飼育

※長野県条例により放
し飼いは認められて
いません。

散歩中は犬をリードで
つなぎましょう
散歩中は犬をリードでつないで、事故が起こらな
いようにしましょう。

散歩中のふん尿は後始末を
散歩中の犬のふん尿は、飼い主がきちんと後始末
をし、ふんはもえるごみで処理してください。

むだ吠えをなくしましょう
飼い犬が長時間吠え続ける場合は、飼い主が制止
しましょう。訳もなく吠え続ける場合は、犬の健
康上によるものかもしれません。獣医師などに相
談しましょう。
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猫の飼い主の皆さんへ

猫の飼い方
屋内飼育をしましょう
長野県では、猫の感染症防止や安全保持、周辺の生活環境
保全の観点から、屋内で飼育するよう努めることとしてい
ます。

不妊・去勢手術を行いましょう
猫は１年に２、３回出産し、１匹のメス猫から１年で20
匹以上増えることがあるほど、繁殖力の高い動物です。「こ
れ以上の数は飼えない」という状況になる前に、不妊・去
勢手術を実施しましょう。

犬・猫を
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県松本保健所への

届け出を

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
ペ
ッ
ト
が

地
域
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
が
ら

幸
せ
に
暮
ら
す
た
め
に
、
飼
い
主
に

は
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
を
守
っ
た
飼
育

が
求
め
ら
れ
ま
す
。
飼
い
方
や
マ

ナ
ー
な
ど
を
確
認
し
、
ペ
ッ
ト
を

飼
っ
て
い
る
人
も
飼
っ
て
い
な
い
人

も
お
互
い
に
気
持
ち
よ
く
生
活
で
き

る
環
境
を
作
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

ペットを飼う上での４つの心構え

〇飼い主は責任を持って終生飼育をしましょう。
〇衛生的な環境で飼育し、ペットの健康管理をしっかり行いましょう。
〇飼い主が急な入院などでペットの世話ができなくなった時に備え、
　ペットの世話をしてくれる人を見つけておきましょう。
〇水や餌などの備蓄や、避難時のケージの用意など、災害への備えをし　
　ましょう。

　市には野良猫に関して、「ふんを
されて困っている」「荷物を荒らさ
れた」「敷地内で子猫が生まれた」な
どの相談が多く寄せられています。
　野良猫に軽い気持ちで餌を与えることは、飼い主の
いない不幸な猫を増やすことになってしまいます。野
良猫に餌を与える場合は、次のことを守り、周囲の生
活環境にも配慮した行動をしましょう。
①「飼い主」としての自覚を持ち、生涯に渡って責任を
　持って野良猫の面倒を見ましょう。
②不妊・去勢手術をして、猫の数を増やさないように
　しましょう。
③餌は出しっぱなしにせず、決めた時間以外は片付け
　ましょう。
④トイレを設置し、トイレ以外にしたふん尿は後始末
　をしましょう。

野良猫について考える

ねこのニャンでも相談会

　猫に関する相談に、動物愛護会員が応じます。
動物愛護会が実施する野良猫対象の不妊・去勢
手術助成のご案内もします。

■日時　２月 17日㈭　午後１時半～３時
■場所　市保健福祉センター３階第３交流室
■参加費　無料
※電話でお申し込みください。
※猫の同伴はできません。
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